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県内高齢者施設における新型コロナウイルス感染症のクラスター事案の発生について（３施設） 

 

【１】Ａ施設  

   以下のとおり県内高齢者施設において、これまでに入所者及び職員計６９名の感染が判明しました。

感染状況から、本事案についてはクラスター事案と考えます。 

 

１ 発生場所 
 
  県内高齢者入所施設 

 

２ 感染者の概要（合計６９名） 

 ・経  緯 ：１月２４日に１例目（有症状での受診）の感染を確認 

        入所者及び職員に順次検査を実施し、２～６９例目の感染を確認 

 ・感染者内訳：入所者５６名（60～100歳代） 

        職員１３名（20～60歳代） 
 ・感染者番号：22823、22824、22932、23841、24280、24310、25415、25717、26188、27082、27131、 

29030、30112、30114、30137、30141、32933、34137、35276、35665、35666、36850、

36851、36855、36858、36859、36873、37247、37810、37834、38777、38780、38816、

38817、38837、38845、38849、41460、43003、43033、43077、43080、43083、43090、

44946、44948、45093、46198、46212、47250、47258、47296、49077、49108、50037、

50147、50149、50152、50161、51541、53127、53130、53135、56683、61345 

他府県分４名 （報道発表日：１月２７日～３月６日） 
 
 

３ クラスター発生の要因の推定 
 
  施設での食事や日常の介護における近距離での対面、入所者の施設内での往来を通じ、多数の施設 

内感染が発生したと推測されます。 

 

４ 県の対応 

  ・施設の下記の対応につき報告を受け、必要に応じ助言を実施 

 

５ 施設の対応 

  ・施設の入所者及び感染者と接触の可能性ある職員に対し順次検査を実施 

  ・新規入退所、入所者及び職員の食事等による集合を停止 

  ・併設事業所の休止 

  ・感染管理認定看護師による現地指導を継続的に受け、感染防止対策を実施 



 

【２】Ｂ施設    

   以下のとおり県内高齢者施設において、これまでに入所者及び職員計５２名の感染が判明しました。

感染状況から、本事案についてはクラスター事案と考えます。 

 

１ 発生場所 
 
  県内高齢者入所施設 

 

２ 感染者の概要（合計５２名） 

 ・経  緯 ：２月１９日に１例目（有症状での受診）の感染を確認 

        入所者及び職員に順次検査を実施し、２～５２例目の感染を確認 

 ・感染者内訳：入所者３９名（70～90歳代） 

        職員１３名（20～60歳代） 

 ・感染者番号：48875、49188、49651、49652、49653、49680、49681、49687、49688、49689、49690、

49691、49692、49693、49694、49702、49703、49704、49705、49706、49707、49708、

49709、49720、49721、49722、49723、50224、50938、50939、50940、51689、51817、

51818、51819、51820、51940、52019、52020、52104、52111、52592、52755、52784、

53099、53499、53502、54103、55580、55886、60354、63214 

 （報道発表日：２月２２日～３月９日） 
 
 

３ クラスター発生の要因の推定 
 
  施設での食事や日常の介護における近距離での対面、入所者の施設内での往来を通じ、多数の施設 

内感染が発生したと推測されます。 

 

４ 県の対応 

  ・県担当課により感染防止対策の指導を継続的に実施 

 

５ 施設の対応 

  ・施設の入所者及び感染者と接触の可能性ある職員に対し順次検査を実施 

・新規入退所、入所者及び職員の食事等による集合を停止 

  ・併設事業所の休止 

 

 

 



 

【３】Ｃ施設     

  以下のとおり県内高齢者施設において、これまでに利用者及び職員計１１名の感染が判明しました。 

感染状況から、本事案についてはクラスター事案と考えます。 

 

１ 発生場所 
 
  県内高齢者通所施設 

 

２ 感染者の概要（合計１１名） 

 ・経  緯 ：２月２３日に１例目（有症状での受診）の感染を確認 

        職員全員及び接触ある利用者に検査を実施し、２～１１例目の感染を確認 

 ・感染者内訳：利用者８名（70～100歳代） 

        職員３名（50～60歳代） 

 ・感染者番号：55324、58627、59399、59420、59421、60453、61396、61397、61398、61440、61443 

（報道発表日：２月２８日～３月６日） 
 
 

３ クラスター発生の要因の推定 
 
  施設での食事や日常の介護における近距離での対面を通じ、多数の施設内感染が発生したと推測さ 

れます。 

 

４ 県の対応 

  ・感染者と接触の可能性があった施設の利用者及び職員全員に対しＰＣＲ検査を実施 

  ・県担当課による現地確認及び感染防止対策の現地指導を実施 

 

５ 施設の対応 

  ・営業停止 

・系列施設との往来の停止 

 

 

 

上記のクラスター３事案については、いずれも、新たな感染者が確認されず、すべての感染者が治癒 

し、かつ、すべての濃厚接触者の健康観察期間が経過しましたら、対応を終了とします。 

 

 感染症法第16条第２項による個人情報保護の観点から、患者及びご家族等の個人情報については、

特定されることのないよう、格段のご配慮をお願いします。関係者等への取材はご遠慮ください。 


